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衆
議
院
議
員
池
田
真
紀
君
提
出
生
活
保
護
基
準
改
定
に
お
け
る
前
回
の
検
証
（
平
成
二
十
四
年
検
証
）
と
今
回
の
検
証
（
平

成
二
十
九
年
検
証
）
の
検
証
方
法
の
違
い
と
検
証
結
果
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
池
田
真
紀
君
提
出
生
活
保
護
基
準
改
定
に
お
け
る
前
回
の
検
証
（
平
成
二
十
四
年
検
証
）
と
今
回
の
検
証

（
平
成
二
十
九
年
検
証
）
の
検
証
方
法
の
違
い
と
検
証
結
果
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
実
態
」
、
「
具
体
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
く
検
証
」
、
「
客
観
的
な
根
拠
」
、
「
検
証
方
法
」
及
び
「
年
齢
ご

と
に
定
型
的
に
消
費
行
動
が
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指

摘
の
「
年
齢
区
分
の
変
更
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
に
開
催
さ
れ
た
社
会
保
障
審
議
会
生
活
保
護
基
準
部
会
に
お
い

て
、
①
一
定
の
単
身
世
帯
に
お
け
る
平
成
二
十
六
年
の
年
齢
階
級
別
の
消
費
支
出
額
に
つ
い
て
は
、
世
帯
主
の
年
齢
が
六
十

五
歳
未
満
で
あ
る
世
帯
と
六
十
五
歳
以
上
で
あ
る
世
帯
と
の
間
に
や
や
差
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
②
平
成
二
十
八
年
の
年
齢
階

級
別
の
就
業
率
に
つ
い
て
は
、
二
十
五
歳
以
上
二
十
九
歳
以
下
か
ら
五
十
五
歳
以
上
五
十
九
歳
以
下
ま
で
の
年
齢
階
級
の
間

で
は
大
き
な
差
が
見
ら
れ
な
い
が
、
六
十
歳
以
上
六
十
四
歳
以
下
の
年
齢
階
級
と
六
十
五
歳
以
上
六
十
九
歳
以
下
の
年
齢
階

級
と
で
は
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
差
が
あ
る
こ
と
等
の
デ
ー
タ
が
示
さ
れ
た
上
で
、
同
部
会
で
の
議
論
を
踏
ま

え
て
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
部
会
に
お
い
て
は
、
当
該
デ
ー
タ
等
を
踏
ま
え
て
「
子
ど
も
さ
ん
た
ち
は
就
学
形
態
で

区
分
し
て
、
中
年
は
一
括
り
に
し
て
、
六
十
五
歳
以
上
は
後
期
高
齢
者
か
、
そ
れ
以
外
か
と
い
う
形
で
い
い
か
な
と
思
い
ま

一



す
」
等
の
議
論
が
行
わ
れ
た
上
で
、「
社
会
保
障
審
議
会
生
活
保
護
基
準
部
会
報
告
書
」（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
四
日
）

に
お
い
て
、
御
指
摘
の
「
「
一
類
費
の
基
準
額
」
に
関
す
る
年
齢
区
分
」
に
つ
い
て
「
十
八
歳
以
上
の
成
人
期
に
つ
い
て

は
、
（
中
略
）
十
八
〜
六
十
四
歳
ま
で
を
一
つ
の
区
分
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
」
等
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

「
極
め
て
恣
意
的
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
ず
、
御
指
摘
の
「
全
体
の
生
活
扶
助
費
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理

由
」
及
び
「
当
初
か
ら
生
活
扶
助
費
全
体
を
下
げ
る
と
い
う
目
的
」
に
基
づ
き
、
御
指
摘
の
「
年
齢
区
分
の
変
更
」
が
行
わ

れ
た
も
の
で
は
な
い
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

平
成
三
十
年
か
ら
段
階
的
に
実
施
す
る
予
定
の
生
活
保
護
基
準
の
見
直
し
の
案
の
決
定
に
当
た
っ
て
行
っ
た
生
活
扶
助
基

準
の
検
証
（
以
下
「
平
成
二
十
九
年
扶
助
基
準
検
証
」
と
い
う
。
）
で
は
、
現
行
の
生
活
扶
助
基
準
額
（
以
下
「
現
行
基
準

額
」
と
い
う
。
）
の
水
準
が
妥
当
で
あ
る
か
を
検
証
す
る
た
め
、
モ
デ
ル
世
帯
で
あ
る
夫
婦
子
一
人
世
帯
に
つ
い
て
、
年
収

階
級
第
一
・
十
分
位
の
世
帯
の
生
活
扶
助
相
当
支
出
額
（
以
下
「
一
般
低
所
得
世
帯
の
消
費
支
出
額
」
と
い
う
。
）
と
現
行

基
準
額
と
を
比
較
し
、
こ
れ
ら
が
お
お
む
ね
均
衡
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
平
成
二
十
四
年
に
行
わ
れ
た
生
活
扶
助
基

準
の
検
証
（
以
下
「
平
成
二
十
四
年
扶
助
基
準
検
証
」
と
い
う
。
）
の
方
法
を
踏
襲
し
て
、
年
齢
、
世
帯
人
員
及
び
級
地
別

二



に
み
た
一
般
低
所
得
世
帯
の
消
費
実
態
と
現
行
基
準
額
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
証
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
御
指
摘
の

「
指
数
化
」
と
は
、
生
活
扶
助
基
準
の
検
証
に
お
い
て
、
年
齢
階
級
別
、
世
帯
人
員
別
又
は
級
地
別
（
以
下
「
年
齢
階
級
別

等
」
と
い
う
。
）
の
一
般
低
所
得
世
帯
の
消
費
支
出
額
及
び
生
活
扶
助
基
準
額
の
そ
れ
ぞ
れ
を
別
個
に
指
数
に
置
き
換
え
、

年
齢
階
級
別
等
の
一
般
低
所
得
世
帯
の
消
費
支
出
額
の
相
対
的
な
変
化
の
程
度
と
生
活
扶
助
基
準
額
の
相
対
的
な
変
化
の
程

度
と
を
比
較
す
る
目
的
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
年
齢
階
級
別
等
の
一
般
低
所
得
世
帯
の
消
費
支
出
額
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ

の
指
数
の
値
と
生
活
扶
助
基
準
額
に
係
る
そ
れ
ぞ
れ
の
指
数
の
値
と
を
単
純
に
比
べ
て
そ
れ
ら
の
差
を
基
に
生
活
扶
助
基
準

額
を
改
定
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
平
成
二
十
四
年
扶
助
基
準
検
証
に
お
い
て
も
、
平
成
二
十
九
年
扶
助
基

準
検
証
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
「
指
数
化
」
に
よ
る
当
該
比
較
が
行
わ
れ
て
お
り
、
「
平
成
二
十
四
年
検
証
と
異
な
る
検

証
方
法
を
採
用
し
た
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
。

な
お
、
お
尋
ね
の
「
上
記
の
よ
う
な
方
法
（
「
単
身
の
消
費
支
出
」
を
・
・
・
も
一
と
設
定
す
る
方
法
）
」
及
び
「
上
記

の
よ
う
な
方
法
（
「
全
級
地
平
均
の
生
活
扶
助
相
当
支
出
額
を
一
」
と
設
定
す
る
方
法
）
」
を
採
用
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、

世
帯
人
員
別
及
び
級
地
別
の
一
般
低
所
得
世
帯
の
消
費
支
出
額
及
び
現
行
基
準
額
の
相
対
的
な
変
化
の
程
度
を
分
か
り
や
す

く
示
す
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

三



ま
た
、
お
尋
ね
の
「
平
成
二
十
四
年
検
証
と
同
様
の
方
法
に
よ
っ
た
場
合
、
「
単
身
の
消
費
支
出
」
と
「
現
行
の
（
単
身

の
生
活
扶
助
）
基
準
」
と
の
乖
離
」
及
び
「
平
成
二
十
四
年
検
証
と
同
様
の
方
法
に
よ
っ
た
場
合
、
各
乖
離
指
数
」
に
つ
い

て
は
、
平
成
二
十
九
年
扶
助
基
準
検
証
に
お
い
て
は
算
出
し
て
お
ら
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四


